


別 紙

東日本大震災に係る「文部科学省所管公立社会教育施設災害復旧費調査要領」

の取扱いについて

第１ 趣 旨

東日本大震災に係る文部科学省所管公立社会教育施設災害復旧費調査要領（昭和

４５年１２月７日付け文体体第２２１号）（以下、「調査要領」という。）の取扱い

については、以下によるものとする。

なお、以下に定めのないものについては、「調査要領」による。

第２ 建物被害区分の取扱

「調査要領」第６「建物の被害区分」の取扱については、別添１「地震災害にお

ける建物の被害区分判定要領」、あるいは建築構造専門家の鑑定によることができる

ものとする。

第３ 設備の取扱い

「調査要領」第５第４項（２）について、令３４条第４項に規定する「設備の被害

の程度が著しく大きかったこと」とは、設備の実被害額が２億５千万円以上となる

場合とする。

第４ 事務処理

①「調査要領」第８第１項（２）にある「やむを得ない理由により実地調査が困難で

ある箇所」は、「申請額が１億円未満の箇所又はやむを得ない理由により実地調査が

困難である箇所」と読み替える。

②「調査要領」第８第５項（２）による「１億円以上」は、「２０億円以上」と読み替

える。

第５ 対象地域

「調査要領」第５第４項（２）、第８第１項（２）及び「調査要領」第８第５項（２）

の読み替えの対象地域は次のとおりとする。

青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県及び千葉県

第６ 単価の取扱

「調査要領」第８第３項（２）「単価」の取扱いについて、現地の状況に鑑み、これ

により難い場合は、現地適正単価によることができるものとする。



第７ 現地調査の取扱い

①円滑な社会教育活動を行うため、緊急かつ迅速に復旧しなければならない部分のあ

るもの等、申請を分割せざるを得ない事情のあるものについては、原則３回まで分

けて申請ができるものとする。

②建物の基礎部分等について現地調査時に被災箇所が確認できず、現地調査後に被災

が新たに確認され、やむを得ず事業内容を変更する場合については、別途文部科学

省と協議するものとする。ただし、当初決定した復旧工事費に対する増減率が３０

％を超える場合については、事前に関係財務局等と協議を行うものとする。この場

合において、変更後の額が「２０億円以上（青森県・岩手県・宮城県・福島県・茨

城県・栃木県・千葉県を除いた地域は「１億円以上」）」を超えるときは、文部科学

省と財務省で協議を行うものとする。



別添１

地震災害における建物の被害区分判定要領

１．鉄筋コンクリート造及び鉄骨造の建物
（１）「文部科学省所管公立社会教育施設災害復旧費調査要領」（以下、「調査要領」

という。）の第６にある全壊・半壊の判断は、別紙①（鉄筋コンクリート造及び
鉄骨造建物の全半壊について）によるほか、（財）日本建築防災協会の「震災建

築物の被災度区分判定基準および復旧技術指針」（以下、「被災度区分判定基準
等」という。）のⅡ編「鉄筋および鉄骨鉄筋コンクリート造建築物」又はⅢ編「鉄

骨造建築物」（屋内運動場等の大規模建築物は別添２）によることができる。

（２）構造の補修・補強の検討において、構造復旧コスト又は建物復旧コストが基準
額以上になる場合（別紙②）には、調査要領第６の半壊とみなす。

鉄筋コンクリート造又は鉄骨造建物の復旧方法判別フローをそれぞれ別紙③、④に
参考として示す。

２．木造の建物
調査要領の第６にある全壊・半壊の判断は、被災度区分判定基準等のⅣ編「木

造建築物」によることができる。

３．建物の被災区分判定の単位
全壊・半壊の判断、構造の補修・補強の検討においては、建物を構造的に一体とな

っている部分毎に行う。



別添２

震災屋内運動場等の被災度判定基準及び復旧技術指針（鉄骨造）

地震災害を受けた屋内運動場等の大規模鉄骨造建築物に関する被災度の判定及び復

旧の検討については、（財）日本建築防災協会の「震災建築物の被災度区分判定基準
等および復旧技術指針」のⅢ編「鉄骨造建築物」を準用して行う。

この場合、残余耐震性能及び復旧後耐震性能の算定は、文部科学省の「屋内運動場
等の耐震性能診断基準」による。



別紙①
鉄筋コンクリート造及び鉄骨造建物の全半壊について

１．全壊

全壊については、下記のいずれかの状態にあるもの。
１）構造上主要な柱、耐力壁が崩壊して、その部分の窓等の開口部が高さの半分以

上塞がっている。
２）構造上主要な柱、耐力壁、梁が著しく崩壊していて、建物内に入ることが危険

である。

２．半壊
半壊については、下記のいずれかの状態にあるもの。

（１）鉄筋コンクリート造の建物
１）基礎の最大沈下量が、１．０ｍ以上（杭基礎の場合は０．２ｍ以上）

２）基礎の不同沈下による傾斜角が６／１００以上（杭基礎の場合は３／１０
０以上）

被害が最も大きい階について、
３）損傷度Ⅴの柱、耐力壁が調査可能部材の３５％以上

なお、部材の調査は、できるだけ全数行う。

また、損傷度Ⅴの判断は、下表による。

区 分 損傷内容

柱の水平変形角 １／１００以上

柱の軸方向変形（歪度） ０．５／１００以上

耐力壁の水平変形角 ０．５／１００以上

（注）ⅰ）表の値を下回る（半分程度まで）場合でも、大きなひび割れ（幅５ｍｍ程度以上）

が生じている場合には損傷度Ⅴとしてよい。

ⅱ）水平変形角、軸方向変形（歪度）を算定する時の柱、耐力壁の高さは、床面から梁

下までの内法寸法とする。ただし、柱、耐力壁と構造的に一体の腰壁、垂れ壁があ

る場合には、腰壁の上端、垂れ壁の下端からの寸法とする。

（２）鉄骨造の建物

１）基礎の最大沈下量が、１．０ｍ以上（杭基礎の場合０．２ｍ以上）
２）基礎の不同沈下による傾斜角が１／２０以上（杭基礎の場合は１／４０以上）

３）柱の傾斜角が１／２０以上



別紙②
構造及び建物の復旧コストと基準額

１．構造の復旧コストと基準額

（１）基礎構造復旧コストと上部構造復旧コスト
ⅰ）基礎構造復旧コストは、基礎の沈下に対する復旧計画に基づく復旧工事費

（この復旧のための仮設等を含む。）であり、積上げにより概算額を算出す
る。

ⅱ）上部構造復旧コストは、上部構造の補修・補強計画に基づく構造体の復旧
工事費（この復旧のための仮設、仕上げ材撤去を含む。）であり、積上げに

より概算額を算出する。
ⅲ）基礎沈下に対する復旧と上部構造に対する復旧の両方が必要な場合には、

基礎構造復旧コストと上部構造復旧コストを合算し、下記（２）の基準額と
比較して判断する。

（２）基準額
各構造復旧コストに対する基準額は、新築工事費の１／２（構造分）に減価償却に

よる低減（低減率β）を行った額とし、下式によって算出する。

基準額＝建物延べ面積 × 新築工事単価 × １／２ × β

ここで、鉄筋コンクリート造の場合、β＝１－０．７×経過年数／４７≧０．３

鉄骨造の場合 β＝１－０．７×経過年数／３４≧０．３

２．建物の復旧コストと基準額
（１）建物復旧コスト

建物復旧コストは、建物の復旧に必要な全ての工事費であり、復旧計画に基づいて
積上げにより概算額を算出する。

（２）基準額

建物復旧コストに対する基準額は、新築工事費の１／２（仕上げ、設備分）に上記
１．（２）の基準額（構造分）を加算した額とし、下記によって算出する。

基準額＝建物延べ面積 × 新築工事単価 × １／２ × （１+β）

ここで、βは上記１．（２）に同じ



別紙③

１）構造被災とは，基礎構造の沈下や傾斜，上部構造の損傷を言う。
２）被災度区分判定基準等（Ⅱ編 鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造建築物）の被災度区分判定調査表により，軽微，小破，
中破，大破，倒壊に区分する。なお，調査要項第７にある「大破」は被災度区分判定基準における定義とは異なる点に留
意されたい。

また、被災度区分を省略して基礎構造・上部構造の復旧計画に進むことができる。
３）新築復旧とすべき構造的特殊事情がある場合のみ半壊とする。
４）補修・補強復旧が妥当であると判断される場合。
５）復旧計画は，既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準等を準用して実施する。なお、構造体の耐震性能が被災
によって低下した場合には、現行の耐震規定で要求される耐震性能と同等以上まで補強することができる。
６），７）それぞれ別紙②の１，２による。なお，Ｎｏになることが明らかな場合には，コストの算出を省略することができる。
※技術的判断(補修、補強の可否）に基づいて慎重に検討する必要があり、補修・補強復旧が不適当な場合に半壊とする。

構造被災の有無

スタート

基礎構造の復旧計画 上部構造の復旧計画

建物の復旧計画（構造の補修・補強を含む）

災害復旧事業計画書の作成・提出

全壊・半壊

新築復旧費の算出

被 災 度 の 区 分

軽微・小破 中破 大破 倒壊

鉄筋コンクリート造建物の復旧方法判別フロー

基礎構造復旧コスト＋上部構造復旧コスト
≧基準額

無

有

１）

Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｙｅｓ

５）
復旧不適当※

６）

７）

復旧不適当※

２）

別紙①の全壊・半壊か

基礎構造の沈下・傾斜 上部構造の損傷

建物復旧コスト≧基準額

補修・補強復旧費の算出

３）

Ｎｏ

Ｙｅｓ

Ｎｏ

４）



別紙④

１）構造等被災とは，構造骨組の傾斜や損傷、非構造部材・仕上げの損傷を言う。
２）被災度区分判定基準等（Ⅲ編 鉄骨造建築物）の被災度区分判定調査表により，軽微，小破，中破，大破，倒壊に区分す
る。なお、調査要領第７にある「大破」は被災度区分判定基準における定義とは異なる点に留意されたい。

また、被災度区分を省略して基礎構造・上部構造の復旧計画に進むことができる。
３）補修・補強復旧が妥当であると判断される場合。
４）復旧計画は、屋内運動場等の耐震性能診断基準、既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針等を準用して実施
する。なお、構造体の耐震性能が被災によって低下した場合には、現行の耐震規定で要求される耐震性能と同等以上まで
補強することができる。
５），６）それぞれ別紙②の１，２による。なお，Ｎｏになることが明らかな場合には，コストの算出を省略することができる。

※技術的判断（補修・補強の可否）に基づいて慎重に検討する必要があり、補修・補強復旧が不適当な場合に半壊とする。

構造等被災の有無

スタート

基礎構造の復旧計画 上部構造の復旧計画

建物の復旧計画（構造の補修・補強を含む）

災害復旧事業計画書の作成・提出

全壊・半壊

新築復旧費の算出

鉄骨造建物の復旧方法判別フロー

基礎構造復旧コスト＋上部構造復旧コスト≧基準額基礎構造復旧コスト＋上部構造復旧コスト≧基準額

無

有

１）

Ｙｅｓ

Ｎｏ

Ｙｅｓ

４）
復旧不適当※

５）

Ｎｏ

復旧不適当※

２）

別紙①の全壊・半壊か

被 災 度 の 区 分

構造骨組の傾斜・損傷 非構造部材・仕上げの損傷

軽微・小破・中破 倒 壊

建物復旧コスト≧基準額

補修・補強復旧費の算出

６）
Ｙｅｓ

Ｎｏ

３）

大 破




